
 
 令和６年度山形県総合スキー大会 

第７９回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会山形県予選会要項 
 
１ 主 催  (公財)山形県スポーツ協会・山形県･ 
       山形県高等学校体育連盟･山形県中学校体育連盟･山形市･上山市教育委員会・ 
              山形県スキー連盟 

２ 後 援  (公財)山形市スポーツ協会･上山市スポーツ協会･ 

蔵王温泉観光協会･蔵王索道協会･蔵王温泉観光(株)･蔵王坊平観光協議会･ 

蔵王ライザワールド(株) 

３ 協 力  陸上自衛隊第 20 普通科連隊･山形市スキー連盟 

４ 主 管  山形県スキー連盟・山形市スキー連盟・上山市スキー連盟･ 

米沢スキージャンプクラブ 

５ 期 日  令和７年１月１２日（日） ～ １９日（日） 

６ 会 場  ①アルペン（山形市 蔵王温泉スキー場） 
       ②クロスカントリー（上山市 上山･坊平高原クロスカントリー競技場） 
       ③スペシャルジャンプ（山形市 アリオンテック蔵王シャンツェ） 
             ※コンバインド競技は、12 月 18 日開催の第 回名寄コンバインド大会を予選会とする。 

７ 競技種目 
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総国 

合ス 

スポ 
キ予 

 ｜選 

成 年 
男 子 

Ａ ○   ○ ○ ○ 
Ｂ ○   ○ ○ ○ 
Ｃ  ○    ○ 

少 年 男 子 ○   ○ ○ ○ 
       

成 年 
女 子 

Ａ   ○   ○ 
Ｂ   ○   ○ 

少 年 女 子   ○   ○ 

８ 競技日程 

種目 
月日 アルペン クロスカントリー スペシャルジャンプ 

1 月 12 日
(日)  監督会議（たいらぐら） 14:00  

1 月 13 日
(月)    

1 月 14 日
(火)    

1 月 15 日
(水)    

1 月 16 日 
（木）  

【国体予選ｸﾗｼｶﾙ競技】 
少年女子     5km   10:00 
成年女子Ａ･Ｂ   5km  10:00 
成年男子Ｃ    5km  10:00 
少年男子      10km   10:30 
成年男子Ａ･Ｂ  10km  10:30 

 

1 月 17 日
（金）

   

1 月 18 日
(土) 

チームキャプテン会議 
  蔵王温泉体育館 17:00 
          予定 

 

監督会議 
（蔵王ジャンプ台競技本部）     
           14:30 
 ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ公式練習 16:00 

1 月 19 日
（日） 

【国スポ予選】 
 大回転 男子・女子 10:00 

 
【国スポ予選】 
ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ       9:00 
  （ｱﾘｵﾝﾃｯｸ蔵王ｼｬﾝﾂｪ） 

1 月 20 日
（月）   国スポ選手選考会  １０：３０ ～   山形市スポーツ会館 

    



 
 
９ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

選手及び監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、次のとおりとする。 

なお、参加資格については、「第７９ 回国民スポーツ大会参加資格、所属都道府県及び 

年齢基準等の解釈・ 説明」を併せて確認すること。 

（１）  参加資格 

 ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、 

  日本国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。 

 （ア）「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（ 「日本国との 

平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める 

    「特別永住者」を含む。） 

 （イ） 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

  ａ  「学校教育法」 第１ 条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、「１３参加中込 

     方法」で定めた参加申込締切時【２０２５年１月２２日（水）】に１年以上在籍して 

         いること。 

    ｂ  「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家族滞在」 

         又は「定住者」に該当していること。 

  （ウ） 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

  ａ   少年種別年齢域にあった時点において前号（イ）に該当していた者であること。 
  ｂ  「出入国管理及び難民認定」に定める在留資格のうち、大会参加時から終了時まで 

        「留学」に該当しないこと。 

〔注］上記（ウ） ｂ について、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当する 

   者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場合も 

   「留学」と同等に扱う。 

イ 選手及び監督は、所属都道府県のスキー連盟会長（代表者） と体育・ スポーツ協会会長 

  （代表者） が代表として認め選抜した者であること。                                 

ウ  特別大会又は第７８ 回大会（都道府県大会及びプロツク大会を含む。） において選手又 

  は監督として参加した者は、次の場合を除き、特別大会又は第７８ 回大会と異なる都道府 

  県から参加することはできない。 

 （ア）  成年種別 

  ａ  「学校教育法」第１ 条に規定する学校を卒業した者 

  ｂ  結婚又は離婚に係る者 

  〔注］ ａ及びｂ は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

  ｃ  ふるさと選手制度を活用する者（別記１ 「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」に 

    よる。） 

  ｄ  東日本大震災に係る参加資格特別措置を活用する者 （別記４ ｆ東日本大震災に係る 

    選手及び監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 による。 ） 

  ｅ   能登半島地震に係る参加資格特別措置を活用する者（別記５ 「能登半島地震に係る 

    選手及び監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 による。 ） 

 （イ）  少年種別 

  ａ  「学校教育法」第１ 条に規定する学校を率業し者                            ． 

  ｂ  結婚又は離婚に係る者 

  ｃ  一家転住に係る者（別記２ 「『一家転住等』に伴う特例措置」による。） 

  〔注］ ａ から ｃ は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

  ｄ  束日本大震災に係る参加資格特別措置を活用する者 （別記４ ・「東日本大震災に係 

    る選手及び監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 による。 ） 

  ｅ  能登半島地震に係る参加資格特別措置を活用する者（別記５ 「能登半島地震に係る選 

    手及び監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」による。）         

エ  選手と監督の兼任は、同一種別内に限る。 
オ  選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ１競技に 
  限り参加できる。 
カ  選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはでき 
  ない。 
キ  選手、監督並びに本部役員帯同のスポーツドクター及びアスレティックトレーナーは、大会 
  参加前の１年以内に公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。） 
  が指定するアンチ・ ドーピング教育を受講し、「国スポ本戦出場前のアンチ・ドーピング 
  教育履歴」 に記載した者であること。 
 
 
 



 
ク  上記のほか、選手については次のとおりとする。 
 （ア） 都道府県大会に参加し、これに通過したものであること。 
 （イ） 健康診断を受け、健康であることを証明された者であること。 
 （ウ） ドーピング検査対象に選定された場合には、検査を受けなければならない。 
 
ケ  上記のほか、監督については公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」 
  という 。）公認スポーツ指導者制度に基づく公認スキー・ スノーボードコーチ１ 、公 
  認スキーースノーボードコーチ２ 、公認スキー・ スノーボードコーチ３ 、公認スキー・    
  スノーボードコーチ４ 、公認スキー教師、公認スキー上級教師のいずれかの資格を有する 
  者であること。 
（２）所属都道府県 
所属都道府県は、次のいずれかが属する都道府県から選択することができる。 
ア  成年種別  
 （ア） 居住地を示す現住所        
 （イ） 動務地 
 （ウ） ふるさと（別記１ 「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」による。） 
イ 少年種別 
 （ア） 居住地を示す現住所 
 （イ）「学校教育法」第１ 条に規定する学校の所在地（以下「学校所在地」という。） 
 （ウ）  動務地 
 〔注］「居住地を示す現住所」、「動務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合 
     は、２０２４年４月３０日以前から各競技会終了時（２０２５年２月１６ 日）ま 
     で、引き続き当該地に、それぞれ居住、動務又は通学していなければならない。 
      ただし、次の者はこの限りではない。 
［成年種別］ 
  ａ  別記３ 「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」の適用を受け    
    る者                                     ． 
  〔少年種別］ 
  ａ  別記２ 「『一家転住等』に伴う特例措置」の適用を受ける者 
  ｂ  別記３ 「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」の適用を受ける   
    者 
（３）  選手の年齢基準 
ア  成年男子 
 （ア）  Ａ（１８ 歳以上２６歳未満） 
      1９９８年４月２日から２００６年４月１日までに生まれた者 
 （イ）  Ｂ（２６歳以上３４歳未満） 
      １９９０年４月２ 日から１９９８ 年４月１ 日までに生まれた者 
 
 （ウ）  Ｃ（３４歳以上） 
      １９９０年４月１ 日以前に生まれた者 
      ただし、スペシャルジャンプ及びコンパインドについては、成年男子Ａは２７歳 
      未満（１９９７年４月２日以降に生まれた者）、成年男子Ｂは２７歳以上（１９ 
      ９７年４月１日以前に生まれた者）とする。 
イ 成年女子 
 （ア）Ａ（１８歳以上２４歳未満） 
      ２０００年４月２日から２００６年４月１日までに生まれた者 
 （イ）Ｂ（２４歳以上） 
          ２０００年４月１日以前に生まれた者 
ウ  少年男子及び少年女子                                                                    
        ２００６年４月２日から２０１０年４月１日までに生まれた者 
    
別記１ 【国民スポーツ大会ふるさと選手制度】 
 成年種別年齢域の選手は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項〔国民スポーツ大会開催 
 基準要項第８項第１号及び第１０項第４号（参加資格及び年齢基準等）］に基づき、下記のい 
 ずれかを拠点とした都道府県から参加することができる。                                   
     （ｌ）居住地を示す現住所 
     （２）勤務地 
     （３）ふるさと 
 
 
 
 



 
２  「ふるさと」とは、卒業小学校、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する 
  都道府県とする。 ただし、ＪＯＣ エリートアカデミーに係る選手については、別に定める 
  「ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の第３項により取り扱うも 
  のとする。  
３  我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者及び「永住者」については、  
  日本における滞在期問に関わらず、本制度を活用できるものとする。ただし、「日本国籍を 
  有する者及び『永住者』」に該当しない者であっても、当該大会年の４月３０日（冬季大会 
  は前年の４月３０日）以前から本大会終了時（冬季大会は各競技会終了時）まで継続的に日 
  本に滞在している場合は、本制度を活用できるものとする。なお、やむを得ない事情によ 
  
 り、一時的に日本を離れる場合は、総日数の半数を超えて日本で滞在していること 。 
４ 「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさと」  
  を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は、変更できないものとる。 
５ 「ふるさと」から参加する選手は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項－(1)(1)－③ 
  （国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 
６ ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、利用でき  
  る回数は２回までとする。 
７ 参加都道府県は、「ふるさと選手」を所定の様式、方法により、当該大会実施要項で定めた 
  参加申込締切期日までに山形県総合右記－大会事務局宛に提出する。 
 
別記２    【「一家転住等」に伴う特例措置】 
    転校への特例 
１  次の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限（国民スポーツ大会開催基準要項 
  細則第３項一（１）－１）一③ （国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 
（１） この特例の対象は、少年種別年齢域への参加者に限る。  
（２） 本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。 
    なお、「一家転住等」 とは概ね次のことを言う 。 
  ア  親の転勤による一家の転居                                      
  イ 親の結婚、離婚による一家の転居 
   ウ 上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居 
（３） 転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。 
  ア  本特例を受けようとする参加者は、下記２（１）の場合は転居元、下記２（２）の場合 
    は転居先が属する都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報 
    告すること。 
   イ 報告を受けた都道府県体育・ スポーツ協会及び都道府県競技団体は、下記２（１ の場 
    合は転居先、下記２（２）の場合は転居元が属する都道府県体育・ スポーツ協会及び 
    都道府県競技団体に対し、その旨を報告し了承を得ること。    
２  本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下のとおりとする。 
（１）転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加すること 
   ができる。                                                                      
  ア 転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合 
   イ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合 
    ウ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合 
（２）転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加すること 
      ができる。     
    ア 転居元が属する都道府県において、 当該大会における都道府県代表の選考が開始されて 
       いない場合  
 
別記３    【トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置】 
 我が国の競技力向上を支援する観点より、一定の競技力を有する選手に対して、「トップアス 
  リートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置（以下「本特例」という 。）」を下記のとお 
  り定める。 
１ 特例の対象となる選手 
   本特例の対象となる選手は、 下記の条件のいずれかを満たす者とする。 
 （１）大会開催の直近に開催されたオリンピック競技大会 （冬季競技はオリンピック冬季競技 
       大会）に参加した者。 
 （２）大会開催年の４月３０日（冬季大会は前年１０月３１日）時点で、下記のいずれかにga 
    該当し、各中央競技団体が本特例の対象として認めた者。 
     ア ＪＯＣ オリンピック強化指定選手 

イ 各競技（種目） における国内ランキング上位１0 位以内の者 
 
 



 
     ウ 中央競技団体が定めた強化指定選手 
     ※強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上のカテ 
          ゴリーを対象とする。 
２   特例の内容                           
 （１）予選会の免除 
      本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民ス 
       ポーツ大会本大会に参加することができるものとする。 ただし、ブロック大会実施競技 
       種目・種別においては、当該都道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本 
       大会参加枠を獲得している場合とする 。 
 （２）資格要件（日数要件の緩和）                                                          
      本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「動務地」 
    
    を選択する場合は、日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。 
     ア 居住地を示す現住所 
        次の要件をいずれも満たすものとする。                            
    (ア)当該大会開催年の４月３０日以前（冬季大会はこの前年同日）から大会終了時まで引 
        き続き、住民票記載の住所に存する都道府県において生活している実態があり、当該都 
        道府県以外（海外を含む） において生活している実態がないこと 。なお、生活の実態 
        については、下記要件により判断する。 
       ａ.自ら所有する住居、又は自らの名義で住居を賃借していること。 
       ｂ.当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 。 
       ｃ.当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること。 
       ｄ.当該住居に主要な家財道具が存すること。 
   （イ）合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動の起点と 
         していること。                          
       イ 勤務地       
             次の要件をいずれも満たすものとする。 
     （ア）当該大会開催年の４月３０日以前（冬季大会はこの前年同日） から大会終了時まで 
           引き続き、雇用主と雇用契約を締結した上で、当該都道府県内に存する雇用主の会 
           社や事業所等に現実に通勤し、動務していること。 
     （イ）当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。 
 １０ 競技規則 
 （１）本要項に定める以外は全日本スキー連盟競技規則最新版に準拠する。 
（留意事項） 
  ①クロスカントリー競技は、クラシカル走法で行う。 
  ②ジャイアントスラローム競技は種別・部別ごとに１本レースで行う。 
  ③ジャイアントスラローム競技のスタート順は’24～’25年度SAYポイントを参考に組織委 
   員会の責任により決定する。 
  ④ジャンプ・コンバインドジャンプのサマー及び１２月１５日までのポイントを参考に組 
   織委員会の責任により決定する。 
１１ 表彰 
（１） 種目別賞状の授与は、3位までとする。 
１２ 参加申し込みについて 
（１）一覧表（チームで１名の参加の場合も一覧表を利用すること。） 
    各種目毎一覧表１枚（様式１－１）記入のこと。 
（２）宿泊申込 
    宿泊申し込みは大会事務局を通さずに、学校等の団体が直接申込願います。 
（３）申し込み期日 令和６年１２月１８日（水）必着のこと。（厳守） 
（４）参加料 参加者１名につき 
    成年（大学生を含む）３,５００円、少年２,８００円を申込書と同時に送金すること。 
    なお、すべて下記口座振り込み送金すること。（いかなる場合でも現金は受付けない） 
    少年(中学・高校)監督は、引率責任者(中学校長・高等学校長が認めた教員・コーチ)を 
    兼ねるものとする。また、監督会議・ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝ会議には必ず出席のこと。 
    参加料の振り込み送金の写しをメールで送られていない場合の申し込みを受理しない。 
        ※振り込み送金先 
         振込銀行：山形銀行 南館支店 普 ０５１７９０９ 
         口 座 名：山形県総合スキー大会実行委員会 会長 冨田 政利 
                  （振込手数料は申込者でご負担願います。） 
 
 
 
 



 
 
（５）申し込み先及び方法 ア,イの両方で申し込む（今年度より変更になります） 
   ア 郵送 
      〒990-2477 山形市長苗代61番地  山形市スポーツ会館内 山形県スキー連盟 
       『令和6年度山形県総合スキー大会 
        第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会山形県予選会』事務局 宛 
     ※封筒に「令和6年度山形県総合スキー大会第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー 
      競技会山形県予選会申し込み書在中」と記載のこと。 
     ※アルペン・クロスカントリー・ジャンプなど２種目以上の参加料を同時に振り込む 
       場合は、申込書と別に振り込み詳細を同封してください。（様式自由） 
   イ メール 
     ①一覧表(様式1-1)をエクセルシートのまま(PDF化しない)で期限まで下記メールへ 
            送ってください。（印なしで結構です） 
     ②参加料振込書のPdfまたはjpgで下記メールへ送ってください。 
     件   名 ： 県総合スキー国体予選申込(所属チーム名) 
     ファイル名 ： 県総合スキー国体予選申込(所属チーム名).xlsx 
             県総合スキー国体予選振込(所属チーム名).pdf or .jpg 
     メール送り先： saysoutai@gmail.com 
   
（６）問い合わせ先（県連事務局でなく下記担当者へ） 
                  アルペン競技・・・・・・・・・庄司  優(090-3127-4605) 
                   クロスカントリー競技・・・・・沼澤 竜介(080-2820-3516) 
                   ジャンプ・コンバインド競技・・齋藤   勉（090-3759-6794） 
（７）中学生・高校生の参加は、当核学校長の認知書を添えること。 
（８）申込み期日に遅れたものはいかなる理由があっても申込みを受理しない。 
（９）エントリー後、参加料は返金しない。 
 
１４ 国スポ選手選考は、予選会等の結果を充分に考慮し山形県代表メンバーを選手選考会議で 
      選出する。 
１５  その他 
（１）役員、選手への公式掲示は各会場で行う。 
（２）雪不足など不測の事態が発生した場合は組織委員会を開催し協議する。会場や日程等に変 
      更がある場合は県スキー連盟ＨＰに掲載する。 
（３）県予選会では国民体育大会参加者傷害補償制度は適用になりません。各自傷害保険等に加 
      入し参加すること。責任は一切負いません。 
（４）災害発生時には各会場の避難経路に従い避難すること。または、山形市、上山市の災害ガ 
      イドラインに従うこと。 
（５）「ふるさと選手制度」を活用し参加する者は、届け出を令和６年１２月１８日(水) 
    まで、必要事項を記入のうえ届けを出すこと。届け出のない者は参加を認めない。 
   （特に大学１年生は注意すること） 
 



 





   


